
令和５年度八千代市社会教育委員会議 
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社会教育関係団体への補助金について  
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   ア 令和５年度葛南地方生涯学習振興大会について  

   イ コミュニティ・スクールについて 
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と う え い じ
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令和５年７月２３日現在

№ 区　　　分 氏　　　名 役　職　名　等 任期

1 佐山
サヤマ

　佳子
ケイコ

八千代台東小学校長
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

2 目黒
メグロ

　英樹
ヒデキ

勝田台南小学校長
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

3 鈴木
スズキ

　洋子
ヨウコ

八千代市公民館サークル協議会・会長
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

4 吉住
ヨシズミ

　柳市
リュウイチ 八千代市スポーツ推進委員協議会・副会

長
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

5 内田
ウチダ

　玲香
レイカ

子どもネット八千代・副理事長
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

6 片寄
カタヨセ

　朗
アキラ 日本ボーイスカウト千葉県連盟

八千代地区協議会・代表
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

7 惠
メグミ

　芙久子
フクコ

らいてうの会　代表
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

8 高橋
タカハシ

　清英
キヨヒデ

秀明大学・学校教師学部　教授
令和５年７月２３日
～令和７年７月２２日

9 佐藤　知行
 サトウ　　　トモユキ 令和５年７月２３日

～令和７年７月２２日

10 平川　京子
 ヒラカワ　キョウコ 令和５年７月２３日

～令和７年７月２２日

市民委員

八千代市社会教育委員名簿

学校教育関係者

社会教育関係者

家庭教育の向上に
資する活動を行う
者

学識経験者



○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

荷
物
置
き

鈴木　洋子 委員　○ ○　惠　芙久子 委員

吉住　柳市 委員　○
○　議長席

○　内田　玲香 委員

片寄　朗 委員長

齋田　忠徳

受付

荷
物
置
き

荷
物
置
き

目黒　英樹 委員　○ ○　高橋　清英 委員

荷
物
置
き

○　平川　京子 委員

佐山　佳子 委員　○ ○　佐藤　知行 委員

入
口 教育次長 教育長 文化・スポーツ課長 生涯学習振興課長

 春田　泰宏 小林　伸夫 米ノ井　正樹

生涯学習振興課　主幹（図書館） 生涯学習振興課　主幹（公民館）

 宮澤　久史 内海　広澄 大野　光弘 岡﨑　智

生涯学習振興課　主任主事 生涯学習振興課　副主幹 生涯学習振興課　主事 生涯学習振興課　主査

和泉　冴子 渡邉　修宏  内田　颯一  高橋　和也

文化・スポーツ課　主幹 文化・スポーツ課　副主幹

席次表
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席
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八千代市社会教育関係団体事業補助金

交付要綱に基づく補助金交付団体について

資料1
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八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱に基づく補助金交付団体一覧

№ 団体名 補助事業名
補助対象
事業費

交付決定金額 補助金の交付目的及び継続の必要性 主な支出項目

1
八千代市子ども
会育成連絡協議
会

子ども会活動の
普及等のために
行う事業

3,045,543円 350,000円

　集団指導者・ジュニアリーダーの養成，講演会，研究会，
発表会等を実施し，市内各単位子ども会の活動を支援してお
り，青少年の健全育成を推進するために必要不可欠な団体で
あるため，今後も支援の継続が必要である。

運営費
事業費
その他

2
八千代市スポー
ツ協会

八千代市体育協
会運営事業

6,102,000円 6,102,000円

　八千代市スポーツ協会が市民のスポーツ活動を推進するた
めに実施する市民体育大会の開催や千葉県民体育大会の選手
派遣，スポーツ指導者の育成などの活動に対して補助を行
う。今後も同協会がスポーツ推進活動を行うため，継続して
支援する必要がある。

市民体育大会
開催に係る経
費，県民体育
大会参加費

3
八千代市レクリ
エーション協会

八千代市レクリ
エーション協会
運営事業

600,000円 300,000円

　レクリエーション活動を通じた市民の心身の健康への一助
として，日常的に継続できるレクリエーションの普及活動を
展開するレクリエーション協会の事業に対して補助を行って
いる。今後も市民の楽しみや生きがいの機会を提供するた
め，継続して支援していく必要がある。

市民レクリ
エーション大
会開催に係る
経費

4

第30回コミュニ
ティワールド
カップサッカー
in八千代　実行
委員会

八千代市国際少
年スポーツ大会
運営事業

790,000円 700,000円

　海外からの招へいチームに加え，市内のチームを含む国内
各チームとの交流試合を通して，技術の向上や青少年の国際
交流を推進するとともに，地域スポーツの活性化を図ること
を目的として補助を行っている。
　今後もスポーツを通じた地域交流や国際交流などを推進し
ていくため，継続して支援していく必要がある。

大会開催に係
る報償費

5
八千代市少年少
女交歓会実行委
員会

少年少女交歓会
を開催する事業

270,712円 100,000円

　市内の子ども達がひとつの場所に集い，普段の生活では経
験できない活動を体験できる場となっており，この交歓会を
通して，次代の八千代市を担う人材育成の場となっている。
八千代市の社会教育振興の一端をなす団体とするため，その
育成の継続が必要である。

運営費
事業費
その他

2



円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円・差引返戻額 0

1,341,950

・支出決算額 1,190,907

・補助対象経費決算額 895,184

・補助金決算額 350,000

　令和４年度収支決算額

・補助対象経費予算額 2,117,538

・内補助金交付額（概算払） 350,000

・収入決算額

補助金による効果
ジュニアリーダーの育成によるコミュニケーション能力の向上，子ども会に必要
な知識・実技を学び，子どもへの理解とボランティア活動の楽しさを深める。

補助金の交付目的及び継続の必要性
　集団指導者・ジュニアリーダーの養成，講演会，研究会，発表会等を実施し，
市内各単位子ども会の活動を支援しており，青少年の健全育成を推進するために
必要不可欠な団体であるため，今後も支援の継続が必要である。

【令和５年度　補助対象事業費】 3,045,543

   令和５年度　補助対象事業費内訳

・運営費 150,000

・事業費 2,512,000

・その他 383,543

令和５年度　補助金額 350,000 円

八千代市子ども会育成連絡協議会 八巻　憲一 35人 808人

項　　　　　目 報 告 内 容

令和５年度活動内容

・集団指導者の養成，ジュニアリーダーの養成
・市，教育委員会や他団体の主催する行事への参加及び協力
・ブロック，支部活動の支援，未加入の子どもたちへのPR
・地域子ども会，育成会活動を推進
・房総子どもかるたの普及，ボランティア，生涯学習への取り組み等

令和５年度　補助対象事業費 3,045,543 円

R5年度子ども会会員数

資料1　―　№1

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱に基づく補助金交付団体

補助事業名 経費・補助率等

子ども会活動の普及等のために行う事業 子ども会活動の普及等に要する経費の50/100以内（限度額　350,000円）

根拠となる規程

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱

団体名 代表者氏名 R5年度協議会会員数

3



事務局運営費 15,000円

文具消耗品費 20,000円 事務用品他

通信費 51,000円 理事・役員通信費

印刷費 5,000円 会議資料印刷

渉外費 10,000円 関係団体活動費

慶弔費 16,000円 慶弔費他

代議員会 10,000円 会議資料他

役員会 5,000円 会議資料他

理事会 10,000円 会議資料他

各種会議 5,000円 会議出席費用

監査費 3,000円

キャンプ費 10,000円 宿泊行事助成

各種行事費 180,000円 かるた大会他

記念行事費 30,000円 記念行事積立金

集団指導者研修 30,000円

育成会員研修 50,000円 単位役員・育成者研修費

幹部役員研修 20,000円 関東ブロック・全子連

JL初級研修 1,410,000円 JL初級認定（会長・班長研修含）

指導委員会研修 300,000円 研修活動費

YLC研修 352,000円 研修活動費

上部団体派遣費 10,000円 県中央大会他

広報刊行費 100,000円 広報紙「つつじ」発行

資料刊行費 20,000円

安全共済会会費 210,000円 全子連70円・県子連230円

安全対策費 10,000円

ブロック助成金 0円 令和5年より廃止

単位活動助成金 50,000円

需用費 備品購入修理 10,000円

予備費 予備費 103,543円

3,045,543円

資料1　―　№1

その他

安全共済会会費

助成金

計

八千代市子ども会育成連絡協議会　　令和5年度補助対象事業費内訳

運営費

運営費

会議費

事業費

行事費

研修費

刊行費
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　令和４年度収支決算額

・補助対象経費予算額 6,063,644

・内補助金交付額（概算払） 6,063,644

・収入決算額 6,320,592

・支出決算額 6,192,951

・補助対象経費決算額 5,929,581

・補助金決算額 5,929,581

・差引返戻額 134,063

【令和５年度　補助対象事業費】 6,102,000

補助金による効果

令和５年度実績
・市民体育大会総合開会式…２９競技団体が参加
・市民体育大会…春季１６競技　夏季１競技　秋季１８競技　冬季１競技
・千葉県民体育大会の選手派遣…　２４競技　３５６名　男子総合順位８位　女子総合順位９位　総合
順位８位
・スポーツ指導員講習会…令和６年２月３日(土)　３月２日(土)開催予定

補助金の交付目的及び継続の必要性
　八千代市スポーツ協会が市民のスポーツ活動を推進するために実施する市民体育大会の開催や千葉県
民体育大会の選手派遣，スポーツ指導者の育成などの活動に対して補助を行う。今後も同協会がスポー
ツ推進活動を行うため，継続して支援する必要がある。

令和５年度　補助金額 6,102,000 円

   令和５年度　補助対象事業費内訳

・事業実施に係る人件費 1,380,000

・市民体育大会開催に係る経費 3,014,000

・県民体育大会参加費等 1,016,000

・報償費（講師派遣等） 150,000

・その他（通信運搬費，消耗品等） 542,000

項　　　　　目 報 告 内 容

令和５年度活動内容

・各種市民体育大会の開催
・千葉県民体育大会への選手派遣
・スポーツ指導員の養成
・各種スポーツ教室及び大会の開催

令和５年度　補助対象事業費 6,102,000 ※今後提出される実績報告書により補助金額を確定する。

八千代市スポーツ協会 豊田　正昭 12,045

資料1　―　№2

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱に基づく補助金交付団体

補助事業名 経費・補助率等

八千代市スポーツ協会運営事業 スポーツ団体活動の普及等に要する経費の100/100以内（限度額　6,102,000円）

根拠となる規程

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱

団体名 代表者氏名 R５年度　会員数
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人件費(事務局職員賃金）

会議費

旅費交通費

加盟団体支援費（協会に加盟する29団体に
分配し、各競技の市民体育大会開催経費等
に支出）

市民体育大会等施設借上げ料

大会参加費 150,000円

交通費 600,000円

宿泊費 100,000円

その他 166,000円

報償費

県スポーツ協会負担金

印刷経費

消耗品費

会場使用料

人件費(事務局職員賃金）

会議費

旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

印刷経費

手数料

132,000円

15,000円

2,000円

計 6,102,000円

管理費

1,145,000円

5,000円

10,000円

160,000円

資料1　―　№2

八千代市スポーツ協会　　令和5年度補助対象事業費内訳

事業費

235,000円

5,000円

15,000円

3,014,000円

120,000円

県民体育大会参加支援費 1,016,000円

150,000円

40,000円

20,000円

13,000円

5,000円
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

　令和４年度収支決算額

・補助対象経費予算額 600,000

・内補助金交付額（概算払） 300,000

・収入決算額 390,094

・支出決算額 379,105

・補助対象経費決算額 207,126

・補助金決算額 103,563

・差引返戻額 196,437

【令和5年度　補助対象事業費】 600,000

補助金による効果
【令和5年度実績】
・レクリエーション大会…３種目開催
・福祉レクダンス講習会…中止

補助金の交付目的及び継続の必要性
　レクリエーション活動を通じた市民の心身の健康への一助として，日常的に継続できるレクリエー
ションの普及活動を展開するレクリエーション協会の事業に対して補助を行っている。今後も市民の楽
しみや生きがいの機会を提供するため，継続して支援していく必要がある。

令和５年度　補助金額 300,000 円

   令和５年度　補助対象事業費内訳

・事業費 600,000

項　　　　　目 報 告 内 容

令和５年度活動内容
・レクリエーション大会の開催
・福祉レクダンス講習会の開催

令和５年度　補助対象事業費 600,000 円
※補助対象事業である各種レクリエーション活動の実施に向けて準備が進めら
れていたが，一部中止となっている事業もあるため，今後提出される実績報告
書により補助金額を確定する。

八千代市レクリエーション協会 長岡　将司 346人

資料1　―　№3

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱に基づく補助金交付団体

補助事業名 経費・補助率等

八千代市レクリエーション協会運営事業 レクリエーション活動の普及等に要する経費の50/100以内（限度額　300,000円）

根拠となる規程

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱

団体名 代表者氏名 R５年度　会員数
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報償費

会議費

交通費

大会用用具 239,000円

参加賞 80,000円

メダル・トロフィー 78,000円

紙・インク 30,000円

その他 24,000円

印刷・通信費

保険料

計 600,000円

資料1　―　№3

八千代市レクリエーション協会　　令和5年度補助対象事業費内訳

事業費

10,000円

16,000円

45,000円

消耗品費（主に市民大会開催経費に支出） 451,000円

62,000円

16,000円

8



円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　令和４年度収支決算額

・補助対象経費予算額 0

Ｒ4年度はコロナのため中止

・内補助金交付額（概算払） 0

・収入決算額 0

・支出決算額 0

・補助対象経費決算額 0

・補助金決算額 0

・差引返戻額 0

【令和５年度　補助対象事業費】 790,000

補助金による効果
　国内外から中学生チームが八千代市に集まり，市内のグラウンドを利用して試
合を行うことで，地域交流や国際交流などを図る。

補助金の交付目的及び継続の必要性

　海外からの招へいチームに加え，市内のチームを含む国内各チームとの交流試
合を通して，技術の向上や青少年の国際交流を推進するとともに，地域スポーツ
の活性化を図ることを目的として補助を行っている。
　今後もスポーツを通じた地域交流や国際交流などを推進していくため，継続し
て支援していく必要がある。

令和５年度　補助金額 700,000 円

   令和５年度　補助対象事業費内訳

・事業費 790,000

項　　　　　目 報 告 内 容

令和５年度活動内容
　青少年の健全育成と国際交流・地域交流の促進，サッカー技術の向上を目的
に，外国チームを含め全国各地から中学生のチームを募り，国際交流サッカー大
会を開催する。

令和５年度　補助対象事業費 790,000 ※今後提出される実績報告書により補助金額を確定する。

第30回コミュニティワールドカッ
プサッカーin八千代　実行委員会

林　将人 １２チーム（ー人）

資料1　―　№4

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱に基づく補助金交付団体

補助事業名 経費・補助率等

八千代市国際少年スポーツ大会運営事業 国際少年スポーツ大会運営に要する経費の100/100以内（限度額　700,000円）

根拠となる規程

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱

団体名 代表者氏名 R５年度　会員数
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食費（ボランティア弁当代） 158,000円

宿泊費（チームホテル宿泊費） 132,000円

褒賞費（トロフィー，メダル） 110,000円

会議費（チーム交流費含む） 100,000円

事務局費（活動費，通信費，事務用品費等） 20,000円

運営費（審判謝金） 150,000円

通訳費 80,000円

消耗品費（石灰，会場消耗品費） 40,000円

790,000円

資料1　―　№4

　第30回コミュニティワールドカップサッカーin八千代　実行委員会
　令和５年度補助対象事業費内訳

事業費

計
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

補助金の交付目的及び継続の必要性

　市内の子ども達がひとつの場所に集い，普段の生活では経験できない活動を体
験できる場となっており，この交歓会を通して，次代の八千代市を担う人材育成
の場となっている。また，八千代市の社会教育振興の一端をなす団体とするた
め，その育成の継続が必要である。

　令和４年度収支決算額

・補助対象経費予算額 0

・内補助金交付額（概算払） 0

・収入決算額 0

・支出決算額 0

・補助対象経費決算額 0

・補助金決算額 0

・差引返戻額

・保険料 4,500

【令和５年度　補助対象事業費】 270,712

0

補助金による効果

　第45回は村上緑地公園に子ども会，ボーイスカウト，ガールスカウト他多く
の市内小学生・家族が集まり，地域や世代を超えた交流の場として実施した。例
年，市内各地から集まった多くの少年少女が交流を深めることで，コミュニケー
ション能力を養い，グループ活動からリーダーシップやフォロワーシップを学ぶ
ことができ，また，事業の企画，運営に携わるリーダーも企画力や実行力，責任
感を養い，普段の活動で学んだ知識や技術の発表の場にもなっている。

・食糧費 33,522

令和５年度　補助金額 100,000 円

   令和５年度　補助対象事業費内訳

・謝金 15,000

・雑役務費 4,070

・印刷製本費 27,130

・賃借料 55,000

・消耗品費 131,490

報 告 内 容

令和５年度活動内容
　4月23日，村上緑地公園に子ども会，ボーイスカウト，ガールスカウト他多く
の市内小学生・家族が集まり，地域や世代を超えた交流の場として実施した。

令和５年度　補助対象事業費 270,712

Ｒ4年度はコロナのため中止

八千代市少年少女交歓会実行委員会 千葉　正 10人

資料1　―　№5

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱に基づく補助金交付団体

補助事業名 経費・補助率等

少年少女交歓会を開催する事業 少年少女交歓会を開催するために必要な経費の50/100以内（限度額　100,000円）

根拠となる規程

八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱

団体名 代表者氏名 R５年度　会員数

項　　　　　目
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謝金 外部指導者・看護師 15,000円

雑役務費 銀行振込手数料 4,070円

印刷製本費 印刷製本費 27,130円 チラシ，しおり印刷

賃借料 バス賃借 55,000円

消耗品費 消耗品費 131,490円 ボンド，ダンボールなど

保険料 傷害保険 4,500円

食糧費 熱中症対策用飲料 33,522円

270,712円計

資料1　―　№5

少年少女交歓会　　令和5年度補助対象事業費内訳
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  ○八千代市社会教育関係団体事業補助金交付要綱 

制定 平成１９年 ３月３０日告示第 ３６号 

改正 平成２０年 ４月 １日告示第 ５３号 

   平成２２年 ３月２４日告示第 ５０号 

   平成２５年 ３月１５日告示第 ３４号 

平成２８年 ３月３０日告示第 ６８号 

平成３１年 ３月２８日告示第 ９５号 

令和 ４年 ３月２５日告示第 ６９号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，本市における社会教育の振興を図るため，社会教育法（昭和２４

年法律第２０７号）第１０条に規定する社会教育関係団体（以下「団体」という。）が

社会教育の振興を図るための事業を遂行するに当たって要する費用に対し補助金を交

付することに関し，八千代市補助金等交付規則（平成１７年八千代市規則第４３号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の交付の対象となる団体は，市内で社会教育活動を行っている団体（以

下「社会教育活動団体」という。）又は社会教育の振興に資する特定の行事を実施する

ために組織された団体で市長が必要と認めるもの（以下「特定行事実施団体」という。

）のうち，次の各号（実行委員会等にあっては，第２号から第６号まで) のいずれにも

該当するもの（以下「補助対象団体」という。）とする。 

⑴ 本市において１年以上の社会教育活動の実績を有すること。 

⑵ 定款，会則，規約等により，当該団体の設立の趣旨及び意思決定手続が定められ

ていること。 

⑶ 代表者が定められていること。 

⑷ 自ら経理し，及び監査するための機関を有すること。 

⑸ 市内に団体活動の本拠としての事務所を有すること。 

⑹ 特定の政党若しくは公職の候補者の利害に関する事業を行い，特定の宗教を支持

し，又は営利を目的として事業を行うものでないこと。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は，別表に掲げる事業のうち，市長が市の社会

教育の振興のために必要と認めるものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は，補助対象団体が前条の事業を実施するため

に要する費用のうち，別表対象経費の欄に定めるものとする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は，前条の経費の額に別表の対象事業の区分に応じて定める補助率

を乗じて得た金額又は当該区分に応じて定める限度額のいずれか少ない金額とする。 



（交付申請書等） 

第６条 規則第３条第１項の申請書は，八千代市社会教育関係団体事業補助金交付申請

書（第１号様式）によるものとする。 

２ 規則第３条第２項の書類は，八千代市社会教育関係団体事業補助金事業概要書（第

２号様式）によるものとする。 

３ 前項の書類は，市長が必要ないと認めるときは，その添付を省略することができる。 

４ 第２項に定めるもののほか，第１項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

⑴ 収支予算書 

⑵ 事業計画書 

⑶ 定款，会則，規約その他の当該団体の設立の趣旨及び意思決定手続が定められた

書面の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助の条件） 

第７条 規則第５条の規定により付する条件は，次に掲げるとおりとする。 

⑴ 補助事業に要する経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）をする場

合においては，市長の承認を受けること。 

⑵ 補助事業の内容の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）をする場合においては

，市長の承認を受けること。 

⑶ 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，市長の承認を受けること。 

⑷ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては，速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（決定通知書） 

第８条 規則第６条の規定による補助金の交付の可否の決定の通知は，八千代市社会教

育関係団体事業補助金交付決定（却下）通知書（第３号様式）により行うものとする。 

（実績報告書等） 

第９条 規則第１２条第１項の補助事業等実績報告書は，八千代市社会教育関係団体事

業補助金実績報告書（第４号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 収支決算書 

⑵ 領収書の写し又はこれに代わるべき書類 

⑶ 補助事業の遂行の経過を記載した書類 

（確定通知書） 

第１０条 規則第１３条の規定による交付すべき補助金の額の確定の通知は，八千代市

社会教育関係団体事業補助金交付額確定通知書（第５号様式）によるものとする。 

（交付請求書） 



第１１条 規則第１５条の規定による補助金の交付の請求は，八千代市社会教育関係団

体事業補助金交付請求書（第６号様式）によるものとする。 

（概算払請求書） 

第１２条 規則第１６条第２項の規定による補助金の概算払による交付の請求は，八千

代市社会教育関係団体事業補助金概算払請求書（第７号様式）によるものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成１９年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は，令和７年３月３１日限り，その効力を失う。 

附 則（平成２０年告示第５３号） 

 この告示は，公示の日から施行する。 

   附 則（平成２２年告示第５０号） 

 この告示は，平成２２年４月１日から施行する。ただし，附則第２項の改正規定は，

公示の日から施行する。 

   附 則（平成２５年告示第３４号） 

 この告示は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，附則第２項の改正規定は，

公示の日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第６８号） 

 この告示は，公示の日から施行する。 

   附 則（平成３１年告示第９５号） 

 この告示は，平成３１年４月１日から施行する。ただし，附則第２項の改正規定は，

公示の日から施行する。 

   附 則（令和４年告示第６９号） 

 （施行期日） 

１ この告示は，令和４年４月１日から施行する。ただし，附則第２項の改正規定は，

公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示施行の際現に存するこの告示による改正前の告示の様式の用紙は，当分の間，

これを取り繕い使用することができる。 

 

 

 

 



 

別表（第３条，第４条，第５条）   

対 象 事 業 補助率 限 度 額 対象経費 

 
 

社
会
教
育
活
動
団
体
が
行
う
事
業 

子ども会活動の普及等のた

めに行う事業 

１ ０ ０

分 の ５

０ 

円 

３５０,０００ 

当該事業の実施に直接

必要な次に掲げる経費 

① 社会教育の振興若

しくは奨励を目的と

する大会，研究会，協

議会研修会その他の

会議を開催し，又はこ

れに参加するために

要する経費 

② 団体相互間の連絡

調整に要する経費 

③ 機関紙の発行又は

資料の作成等社会教

育の宣伝及び啓発に

要する経費 

④ 社会教育に関する

調査研究に要する経

費 

⑤ その他社会教育の

振興に必要と認めら

れる事業に要する経

費 

青年団体活動の普及等のた

めに行う事業 
２5,０００ 

ＰＴＡ活動の普及等のため

に行う事業 
１２０,０００ 

ス ポ ー

ツ 活 動

又 は レ

ク リ エ

ー シ ョ

ン 活 動

の 普 及

等 の た

め に 行

う事業 

スポーツ団体活動

の普及等のために

行う事業 

１ ０ ０

分 の １

００ 

6,１０２,００

０ 

レクリエーション

団体活動の普及等

のために行う事業 

１ ０ ０

分 の ５

０ 

３００,０００ 

特
定
行
事
実
施
団
体
が
行
う
事
業 

少年少女交歓会（少年団体相

互の交流を図るための交歓

会をいう。以下同じ。）を開

催する事業 

１ ０ ０

分 の ５

０ 

１００,０００ 
少年少女交歓会を開催

するために必要な経費 

国際少年スポーツ大会（国際

交流を推進するために行う

少年のスポーツ大会をいう。

以下同じ。）を開催する事業 

１ ０ ０

分 の １

００ 

８００,０００ 

国際少年スポーツ大会

を開催するために必要

な経費 

 

 



第１号様式（第６条第１項） 

      八千代市社会教育関係団体事業補助金交付申請書 

                          年  月  日 

（宛先） 八千代市長 

                       所在地 

                   申請者 団体名 

                       代表者       

 

八千代市社会教育関係団体事業補助金の交付を受けたいので，次のとおり申請しま

す。 

１ 事業年度      年度 

２ 補助事業の目的 

 

３ 補助事業の内容 

 

 

４ 交付申請額      円 

  算出基礎 

５ 経費所要額      円 

６ 経費の配分及び使用方法 

 

７ 補助事業の着手及び完了の予定期日 

  着手   年  月  日     完了   年  月  日 

８ 添付書類 

⑴ 八千代市社会教育関係団体事業補助金事業概要書（第２号様式） 

⑵ 収支予算書 

⑶ 事業計画書 

⑷ 定款，会則，規約その他の当該団体の設立の趣旨及び意思決定手続が定められ

た書面の写し 



第２号様式（第６条第２項） 

      八千代市社会教育関係団体事業補助金事業概要書 

 

                       所在地 

                   申請者 団体名 

                       代表者       

 

１ 補助事業名 

 

２ 申請者の営む主な事業 

 

 

３ 補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者，負担額及び負担方法 

 

 

 

 

 

４ 補助事業の効果 



第３号様式（第８条） 

   八千代市社会教育関係団体事業補助金交付決定（却下）通知書 

 

                      八千代市 指令第  号 

                          年  月  日 

         様 

 

                      八千代市長    印 

 

  年  月  日付けで申請のあった    年度八千代市社会教育関係団体事

業補助金の交付について，下記のとおり決定したので通知します。 

 

                記 

 

 １ 補助金を交付する。 

   補助事業名 

   交付決定額       円 

   条件 

⑴ 補助事業に要する経費の配分の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）を

する場合においては，市長の承認を受けること。 

⑵ 補助事業の内容の変更（市長の定める軽微な変更を除く。）をする場合にお

いては，市長の承認を受けること。 

⑶ 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，市長の承認を受けるこ

と。 

⑷ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては，速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 

 ２ 申請を却下する。 

   理由



第４号様式（第９条第１項） 

      八千代市社会教育関係団体事業補助金実績報告書 

 

                          年  月  日 

（宛先） 八千代市長 

                       所在地 

                   申請者 団体名 

                       代表者       

 

  年  月  日付け八千代市 指令第  号で交付決定を受けた八千代市社会

教育関係団体事業補助金について，事業の実績を下記のとおり報告します。 

 

                 記 

 

 １ 補助事業名 

 

 ２ 補助事業の内容 

 

 

 ３ 補助事業に要した経費の総額       円 

 

 ４ 交付決定を受けた補助金の額       円 

 

 ５ 添付書類 

⑴ 収支決算書 

⑵ 領収書の写し又はこれに代わるべき書類 

⑶ 補助事業の遂行の経過を記載した書類 



第５号様式（第１０条） 

     八千代市社会教育関係団体事業補助金交付額確定通知書 

 

                      八千代市 指令第  号 

                          年  月  日 

         様 

 

                      八千代市長    印 

 

  年  月  日付けで実績報告のあった    年度八千代市社会教育関係団

体事業補助金について，下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

                 記 

 

 １ 補助事業名 

 

 ２ 交付確定額              円 



第６号様式（第１１条） 

       八千代市社会教育関係団体事業補助金交付請求書 

 

                          年  月  日 

 （あて先） 八千代市長 

                       所在地 

                   申請者 団体名 

                       代表者      ㊞ 

 

  年  月  日付け八千代市 指令第  号で補助金の額の確定の通知を受け

た八千代市社会教育関係団体事業補助金の交付を下記のとおり請求します。 

                 記 

 

 １ 補助事業名 

 ２ 交付確定額            円 

 ３ 交付済額             円 

 ４ 交付請求額            円 

 ５ 振 込 先 

 
 

 金融機関  
  

 口座種別          普通  ・  当座  

 口座番号  
 

（フリガナ）  

 

 口座名義  

 

 



第７号様式（第１２条） 

      八千代市社会教育関係団体事業補助金概算払請求書 

 

                          年  月  日 

 （あて先） 八千代市長 

                       所在地 

                   申請者 団体名 

                       代表者      ㊞ 

 

  年  月  日付け八千代市 指令第  号で交付決定を受けた八千代市社会

教育関係団体事業補助金の交付を下記のとおり概算払されるよう請求します。 

                 記 

 

 １ 補助事業名 

 ２ 交付決定額            円 

 ３ 交付済額             円 

 ４ 交付請求額            円 

 ５ 振込先 

 
 

 金融機関  
  

 口座種別          普通  ・  当座  

 口座番号  
 

（フリガナ）  

 

 口座名義  

 

 

 



令和５年度葛南地方生涯学習振興大会について

資料2



  

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 【講演】講師  

      川本 正秀 氏 

  

      

         

 

 
 

 

【事例発表】  
「社会教育と学校教育の連携・協働」について 
 市川市西部公民館長 藤田 俊雄 氏 
 市川市教育委員会 学校地域連携推進課 湊 基一 氏  
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:45 1:20       1:35           2:25   2:35             4:10   4:20 

 受付 開会行事 

 

【事例発表】 

 

休憩 【講会】 

 

閉会

行事 

 

 主 催   葛南地方社会教育連絡協議会 
 
 後 援   管内各市教育委員会 
 
 日 時   令和６年２月９日（金） 午後１時２０分～午後４時２０分 
                       （受付 １２時４５分～） 
 場 所   セントラルスポーツ生涯学習プラザ（八千代市総合生涯学習プラザ） 

  ２階 多目的ホール 

八千代市ゆりのき台３－７－３ 
       【八千代中央駅 北口より徒歩５分】 
 
 参加費   無料   ※公共交通機関の利用に御協力ください。 
 
 参加申込  １月２９日（月）午前９時までに、右のコードから 

電子申請でお申し込みください（先着５０人）。      
       ※中学生以下は保護者同伴でお願いいたします。     

 

                             
 

手話通訳有り 

 

民間企業に５年、公立中学校に３０年勤務した御経験を持ち、コミュニケーションで人のも

つ多様な能力を引き出したいとコーチングを習得。2001年に「教育者のためのコーチング研

究会（共育コーチング研究会の前名称）」を創設し、個別のコーチングのほか、テーマに応じ

た講演や研修会を行われています。また、2013年に「相談室 M&M」を開設し、子育てや人間

関係等の生き方などについて相談を受けるなど、多岐にわたり、御活躍中です。 

 



コミュニティ・スクールについて
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コミュニティ・スクールについて 

コミュニティ・スクール…学校運営協議会を設置した学校のこと 

学校運営協議会…学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールの役割 

１．校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

２．学校運営について，教育委員会又は校長に意見を述べることができる 

３．教職員の任用に関して，教育委員会に意見を述べることができる 

４．毎年度１回，運営状況等について評価を行う 

コミュニティ・スクールが導入されることのメリット 

①組織的・継続的な体制の構築＝ 持続可能性 

校長や教職員の異動があっても，学校運営協議会により地域との連携・協働体制が継続 

②当事者意識・役割分担＝ 地域総掛かり 

子供たちの課題，地域での子供育成の方向性，目標をどうするかという「目標・ビジョンの共有」 

③目標・ビジョンを共有した「協働」活動 

基本方針を通して，学校や地域，子供たちの問題に対し当事者意識をもち，連携・協働による取組 

 

 

学校運営協議会

学校運営への

必要な支援に関する協議 説 明

学校

学校運営の基本
的な方針・目標
を定め，教育
活動を実施

情

報

提

供

支

援

活

動

保護者・地域住民等

意

見
・
参

画

教育委員会

コミュニティ・スクール 

（学校運営協議会を設置した学校） 

 

承認・評価・意見 

情

報

提

供 

意 

 

見  

 コミュニティ・スクールを通して，学校運営への地域住民等の参画を促進するととも

に，学校を応援し，地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを進めていく役割を  

明確化します。 



中央図書館の自動出納書庫について
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R6.1.30（火） 

生涯学習振興課（中央図書館） 

八千代市中央図書館自動出納書庫整備工事概要 

１．件 名 八千代市中央図書館自動出納書庫整備工事 

２．場 所 八千代市村上２，５１０番地 

３．工事期間 議決日の翌日から令和７年１月３１日まで 

４．設計金額 （１）工事費：１８１，０００，０００円 

 （２）消費税： １８，１００，０００円 

 （３）合 計：１９９，１００，０００円 

５．経 緯 開館時未整備となっている自動出納書庫を整備する。 

６．目 的 中央図書館の２階のスペースに自動出納書庫を整備し図書・資料 

を効率的に保管するとともに出納における利用者サービスの迅速 

化と作業の省力化を図る。 

７．概 要 （１）保管ラック，スタッカークレーン，ラックステーション， 

搬送台車，コンテナ回転台，垂直運送機，出納ステーション， 

書庫管理システム 

 （２）保 管 量：２０万冊以上 

 （３）入出庫回数：７５回以上（時間当たり） 

















市民体育館の利用休止について
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市民体育館の利用休止について 

 

１ 概要 

八千代総合運動公園市民体育館において、現在、建築基準法上「既存不適格」の状

態である主体育室の特定天井の撤去を主な目的とし、併せて、施設・設備の老朽化対

応及びアスベスト撤去を行う。 

※特定天井：日常的に人が利用する場所の高さ６ｍ超、面積２００㎡超、 

質量２kg/㎡超の吊り天井 

 

２ 工事内容 

主な工事内容は以下のとおり 

・主体育室の特定天井の撤去及びアスベスト撤去に伴う屋根張替え 

・空調機器更新 

・エレベーター更新 

・内外装改修 

 

３ 工事期間 

  令和６年７月～令和８年３月（予定） 

 

４ 工事に伴う利用休止期間 

  令和６年７月～１１月 主体育室（２階ランニングコース・観客席含む） 

  令和６年１２月～令和８年３月 全館 

 

５ 利用休止の周知方法 

  八千代市スポーツ協会への周知，市民体育館内への案内文の掲示，市ホームページ

及び広報やちよへの掲載。 

 

６ 利用休止期間の対応 

  市民体育大会等，市主催事業については，代替施設として生涯学習プラザを使用す

ることとしている。 



東栄寺の伝薬師如来立像（阿弥陀如来立

像）について
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八千代市指定文化財（令和 5年 9月 15日指定分） 

 

１ 名称    

伝薬師如来立像（阿弥陀如来立像） 

 

 

 

２ 員数    

１軀 

 

 

 

３ 所在地   

保品９１７（星埜山東栄寺） 

 

 

 

 

４ 所有者   

宗教法人東栄寺（代表役員 守山 浩樹） 

 

 

 

５ 種類    

有形文化財 

 

 

 

６ 法量  

   像 高：６７．７ｃｍ  髪際高：６１．９ｃｍ 

   耳 張： ９．２ｃｍ  面 長： ８．９ｃｍ 

   面 幅： ７．３ｃｍ  面 奥： ９．３ｃｍ 

   胸 奥：１１．１ｃｍ  腹 奥：１３．０ｃｍ 

   肘 張：１８．０ｃｍ  裾 張：１３．９ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

７ 形状・構造・状態 

  本像は同寺では薬師如来として伝わるが，左手はわずかに肘を曲げ前出して鳩尾高で施無畏印とし第 

一・二指を相捻じ，右手はわずかに肘を曲げて斜め下に垂下して与願印とし，第一・二指を相捻じてお 

り，いわゆる阿弥陀如来の来迎印を結ぶ。 

 頭部には肉髻相を現し，頭髪は螺髪ではなく清凉寺式釈迦如来風の同心円状の毛筋彫りとするが，肉髻

部では両側面や頂上にも同心円状の髪筋を現す。地髪部では正面と両側面に同心円状の髪筋を現すほか，

側面から背後に掛けて生え際に幾つもの渦巻旋毛を現す。旋毛は左側では左旋であり，一方右側では右

旋とする。後頭部中央は毛筋彫りを省略する。肉髻珠，白毫相を現す。面部寂静相。耳朶環状。首の三道

相は不明。 

 覆肩衣、衲衣を着用。覆肩衣は上端を衿状に一段折り返す。衲衣は偏袒右肩に着用。上端を折り返し，

末端を左肩・腕に掛ける。衿状折り返し部左側で二つ右旋文を作る。下半身には裙を着用，裙下端は蓮台

上まで延び，両側面は撥状に広がる。両足を揃えて蓮華座上に立つ。 

台座は蓮華座，光背は二重円相舟形挙身光とする。頭光内には八葉蓮華を現す。身光部は無文で中央

部は刳り貫き式とし，光背外縁部には渦巻文を刻む。 

頭体幹部は榧の竪一材（木芯は像の左側に外す）より彫成する。内刳りは無いものと思われる。肉髻珠

（材不明）嵌入，白毫珠水晶嵌入。彫眼。両体側部（肩先）別材製，その際右側は前後二材よりなるもの

と思われる。さらに両手首先を別材製挿込式とする。像底の雇枘にて台座と接合する。 

台座・光背後補。両足先別材製後補。像下端に約二ｃｍ程の後補の足し木があり，足し木は前後二材よ

りなる。像底の雇枘後補。表面彩色後補（当初不明）。鼻後補。肉髻珠・白毫珠後補。左耳朶後補か。両

手首先後補。左手第三・四指先欠失。左袖末端に小欠失。裳裾右下端後補か。 

 

８ 製作年代  

  南北朝～室町時代（推定） 

 

９ 指定理由 

本像は，寺伝では薬師如来として伝わっているが，阿弥陀如来の来迎印を結んでおり，像容は阿弥陀

如来のものである。髪型等部分的に村上正覚院の清凉寺式釈迦如来立像を意識して作られたと見られる

が，厳密には清凉寺式のものとは異なる。 

伝来については，仏像自体に記銘等がされておらず，製作に関する資料も見つかっていない為，正確

なことはわからない。しかしながら，正覚院縁起，清宮家文書において，村上正覚院釈迦如来立像と東栄

寺に所在する仏像との関係を示唆する記述があり，その中で両寺院が共に井野の千手院の末寺と位置付

けられていて，井野千手院を中心とした保品村と村上村の関連性を伺わせる点で興味深い。 

また，製作年代については正確な時期を示す資料は見つかっていないが，体躯の表現で胸に充分な厚

みを持たせ，肩や背の丸み等の肉付けは適切であり，後頭部から背筋への側面観も優れていることなど，

作風から 14世紀後半から 15世紀前半頃に遡るものと推定される。また，榧材の使用や比較的単純な構

造から，相応の水準に達した仏師によって当地で製作されたものと思われる。江戸期より前に製作され

た仏像は市内において当像のほか正覚院釈迦如来立像しか確認されていないことから市内文化財の中で

も貴重である。   

これらの点から，当該文化財は八千代市の歴史上価値が高く，文化財として指定するにふさわしいも

のである。 
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